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お気軽にご相談ください

鹿追町トリムセンター内

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

☎ 66-1311   � 66-1818

高齢者の方が元気でいられるためのお手伝いをします

　ヘルパーさんと一緒に買い物に行け
るようになってすごく助かっている
よ。ただ、持病の腰痛が悪くなってか
らは、パークゴルフにも行けなくなっ
てね…。外に出掛ける楽しみがないん
だよ。

　　
　町内では、70歳以上の一人暮らし
の方や高齢者夫婦の方などを対象とし
て、月２回木曜日に社会福祉協議会が
主催で「ふれあい給食」を行っていま
すよ。鹿太郎さんの出掛けるきっかけ
になるのでは？

　場所はどこですか？

　トリムセンターです。

　トリムセンターまでは、足が痛くて
長く歩けないし、行く自信がないなぁ。
それに、ご飯を食べるだけならあまり
行く気にならないなぁ。

　ふれあい給食の日は、乗車人数にも
よりますが、社会福祉協議会の方がト
リムセンターまで送迎してくれます
よ。ただ、送迎車がいっぱいの場合は、
ご家族や知人の方の車で来ている方も
います。
　
　トリムセンターに行く手段がないか
ら、送迎があると助かるよ。

　ご飯を食べながらいろんな方とお話
できる機会にもなるし、楽しいと思い
ますよ。
　
　利用するにはどうしたらいいでしょ
うか。

　直接、社会福祉協議会に連絡してく
ださい。食事代として500円かかりま
すよ。
　

　そうですか。これから相談してみます。

〜 次号へつづく 〜

知っておこう!! ふれあい給食

〜 地域包括支援センターからお知らせ 〜
　６月11日（月）「知って納得!! 町の介護、福祉サービス」と題
して幌内老人会に訪問してきました。皆さん元気な方が多く、午
前中にゲートボールを楽しみ、午後からの講話を熱心に聞いてく
れました。「包括支援センター」って何？ サービスは何があるの？ 
など素朴な疑問や介護の相談など、短い時間でしたが和やかに過
ごしました。講話以外に、口の体操や脳年齢ゲームで盛り上がり
ました。

鹿太郎さん

前回までのあらすじ･･･鹿太郎さん（78歳）は、1人で買い物に行くことが大変になり、
福祉課に外出および買い物支援の申請を行いました。週１回買い物に行けるようになった
ようです。 かいご先生

幌内老人会の様子

国民年金
インフォメーション

Information

町民課 戸籍年金窓口係

　国民年金保険料免除（一部納付） 
制度をご存知ですか？
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■ 免除の対象となる所得の目安と承認された場合の納付額

扶養人数 年金額
への
反映割合

保険料額
（月額）扶養なし

1人扶養
（夫婦のみ）

3人扶養
（夫婦・子2人）

全額免除 57万円 92万円 162万円 8分の4 納付なし

4分の1納付
（4分の3免除）

93万円 142万円 230万円 8分の5 3,750円

半額納付
（半額免除）

141万円 195万円 282万円 8分の6 7,490円

4分の3納付
（4分の1免除）

189万円 247万円 335万円 8分の7 11,240円

※ 1人扶養、3人扶養のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世
帯、お子さんは16歳未満の目安です。

※社会保険料控除などがある方につきましては、目安が異なる場合があります。
※一部納付の目安は社会保険料などを一定額納付していると仮定しています。

《 注意 》 一部納付制度は納付すべき一部の保険料を納付しなかった場合、将
来の年金額に反映されず、また死亡や障害といった不慮の事態が生
じた場合に、年金を受け取ることができなくなることがあります。


